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◆居場所プロジェクトのこれまでの取組経過◆

居場所の現状分析プロジェク
ト発足

・生活困窮者支援から見えて
きた課題（社会的孤立・就労
機会の創出等）を踏まえた居
場所の現状分析を実施。
・どの分野においても「居場
所」が課題であることを認識。
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居場所プロジェクトへ名称
変更

・３つの視点「居場所の周
知・共有・創設」をベース
に、新たに参画した子ども、
教育、まちづくり分野とも
協働しながら、「居場所」
をキーワードに各分野の現
状、困りごとを共有。

「居場所プロジェクト」の活動報告
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「ふれあいゆるカフェ」
企画

・社会的孤立の状態にある
かたがどうすれば居場所に
つながるのかを考え、リー
ドあしやの「ふれあいカ
フェ」を活用し、実際にみ
んなが活躍できる居場所を
企画。

●
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居場所プロジェクトのゴール
は？
・「ふれあいゆるカフェ」企
画を振り返る中で、既にある
居場所に目を向け、専門職が
社会資源を共有し、支援者同
士がつながることが大切だと
認識。
・「居場所の周知・共有」と
して、居場所の共有ができる
ネットワークづくりについて
検討。

◆令和７年度 第１回目協議内容◆

居場所プロジェクトのゴールについて検討
⇒家から出にくい人の情報をキャッチした際、居場所につなげたり、情報提供、情報交換などがス
ムーズにできるネットワークづくりができないか。

⇒地域に出向き、住民の活動や社会資源を把握したり、住民同士の話し合いの場づくりに取り組
む地域支え合い推進員と顔の見える関係性が築けないか。

（1）これまでの取組概要
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◆プロジェクト参加機関◆

（２）今後の取組概要

・ひきこもりの人に情報が届いていない、居場所はあるのに必要な人に届いていないという現状から、ネットワークづくりとして
相談員の情報共有・顔の見える関係性を構築する。

⇒7/11（金）の総合相談連絡会×居場所プロジェクトのコラボ会を開催する。
①居場所情報の共有
②専門職間のネットワークづくり
⇒コラボ会に地域支え合い推進員に参画いただき、関係性づくりを行うとともに、居場所情報の共有を行う。
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